
                                                                                            

別添１－１ 
 

 

呉市地域防災計画（基本編）新旧対照表 

（修正箇所一覧票） 

 
 

 

※修正部分は，下線で示しています。 
 

 修正理由については，次のとおりとし，新旧対照表には番号で記載しています。 

① 「災害対策基本法」及び「防災基本計画」の改正による修正 

「広島県地域防災計画」及び「広島県水防計画」の見直しによる整合性を図るための修正 

防災関係機関等の制度変更等に伴う修正 

② 機構改革や組織名称変更に伴う修正 

③ 統計データの修正や文言整理等に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

ページ 現 行 改正案 変更理由 

Ｐ１ 

 

 

 

Ｐ７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ１４ 

 

Ｐ１６ 

 

 

 

 

 

 

第１章 総則 

（略） 

第３節 防災関係機関の防災上の事務又は業務の大綱 

（略） 

４ 指定地方行政機関 

機関名 事務または業務の大綱 

（略） （略） 

広島労働局（呉労

働基準監督署・呉

公共職業安定所） 

（略） 

中国四国農政局 

広島地域センター 

（略） 

（略） （略） 

（略） 

８ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

機関名 事務または業務の大綱 

（略） （略） 

国家公務員共済会

呉共済病院（以下

「呉共済病院」と

いう。） 

（略） 

独立行政法人労働

者健康福祉機構中

国労災病院（以下

「中国労災病院」

という。） 

（略） 

（略） （略） 

（略） 

第２章 災害予防計画 

（略） 

第２節 風水害予防計画 

（略） 

第１ 浸水・波浪・高潮災害の予防 

（略） 

１ 河川等の氾濫防止対策 

（略） 

第１章 総則 

（略） 

第３節 防災関係機関の防災上の事務又は業務の大綱 

（略） 

４ 指定地方行政機関 

機関名 事務または業務の大綱 

（略） （略） 

広島労働局（呉労

働基準監督署・呉

公共職業安定所） 

（略） 

中国四国農政局 

広島支局     

（略） 

（略） （略） 

（略） 

８ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

機関名 事務または業務の大綱 

（略） （略） 

国家公務員共済会

呉共済病院（以下

「呉共済病院」と

いう。） 

（略） 

独立行政法人労働

者健康安全機構中

国労災病院（以下

「中国労災病院」

という。） 

（略） 

（略） （略） 

（略） 

第２章 災害予防計画 

（略） 

第２節 風水害予防計画 

（略） 

第１ 浸水・波浪・高潮災害の予防 

（略） 

１ 河川等の氾濫防止対策 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 
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ページ 現 行 改正案 変更理由 

Ｐ１６ 

 

Ｐ１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ１９ 

 

Ｐ２０ 

 

 

Ｐ２１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ２５ 

 

 

 

 

 

 (2) 治水対策の実施 

（略） 

※２ 要配慮者関連施設 

施設分類 

保護施設 救護施設・宿所提供施設 

（略） （略） 

障害福祉サービス事業

所 

障害支援施設 

障害者支援施設・共同生活介護（ケアホー

ム）・共同生活援助（グループホーム）・短

期入所（宿泊を伴う） 

（略） （略） 

幼稚園  

（新規）   （新規）       

（新規）     （新規）     

（略） 

第２ 土砂災害の予防 

（略） 

２ 崖崩れ・山崩れ災害の防止対策 

（略） 

※２ 要配慮者関連施設 

施設分  

保護施設 救護施設・宿所提供施設 

（略） （略） 

障害福祉サービス事業

所 

障害支援施設 

障害者支援施設・共同生活介護（ケアホー

ム）・共同生活援助（グループホーム）・短

期入所（宿泊を伴う） 

（略） （略） 

幼稚園  

（新規）   （新規）       

（新規）     （新規）     

（略） 

第５ 急傾斜地対策事業・治山事業等の推進 

次の各種事業・工事について，事業の円滑な推進を図る。 

事業種別 概と整備内容 

急傾斜地対

策事業 

地形的に急傾斜地が多く，急傾斜地崩壊危険区域指定

は 733 か所，476.51ha（Ｈ27.3 月末現在）があり，

以前から防災事業の推進に努めてきたところである。

 (2) 治水対策の実施 

（略） 

※２ 要配慮者関連施設 

施設分類 

保護施設 救護施設・宿所提供施設 

（略） （略） 

障害福祉サービス事業

所 

障害支援施設 

障害者支援施設・（削除）         

   共同生活援助（グループホーム）・短

期入所（宿泊を伴う） 

（略） （略） 

幼稚園  

認定こども園 幼保連携型・保育所型 

地域型保育事業所 小規模保育事業所 

（略） 

第２ 土砂災害の予防 

（略） 

２ 崖崩れ・山崩れ災害の防止対策 

（略） 

※２ 要配慮者関連施設 

施設分類 

保護施設 救護施設・宿所提供施設 

（略） （略） 

障害福祉サービス事業

所 

障害支援施設 

障害者支援施設・（削除）         

   共同生活援助（グループホーム）・短

期入所（宿泊を伴う） 

（略） （略） 

幼稚園  

認定こども園 幼保連携型・保育所型 

地域型保育事業所 小規模保育事業所 

（略） 

第５ 急傾斜地対策事業・治山事業等の推進 

次の各種事業・工事について，事業の円滑な推進を図る。 

事業種別 概要と整備内容 

急傾斜地対

策事業 

地形的に急傾斜地が多く，急傾斜地崩壊危険区域指定

は 739 か所，478.62ha（Ｈ28.3 月末現在）があり，

以前から防災事業の推進に努めてきたところである。

 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

③ 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

③ 

③ 

 

 

 

 

 

③ 
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ページ 現 行 改正案 変更理由 

 

 

Ｐ２６ 

 

 

 

 

 

Ｐ２７ 

 

 

 

Ｐ２８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ２９ 

 

Ｐ３１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） （略） 

砂防事業 砂防指定河川218（Ｈ27.3月末現在），砂防河川の延長

190.63kmに対する山腹の崩壊，渓流の浸食を防止する

ため，堰堤の増設を始め，流路工の整備など砂防工事

の推進を図る。 

（略） （略） 

（略） 

第７ 孤立集落における災害予防対策 

（略） 

１ 孤立予想集落の現況 

（略） 

(2) 孤立の条件 

（略） 

地区名 孤立予想集落名 

（略） （略） 

音 戸 
波多見，波多見西，奥の内，田原，早瀬，藤脇（倉橋・

釣士田を含む） 

倉 橋 

宇和木，長谷，長谷北    ，大迫，才の木，西宇土，

大向，重生，灘，江ノ浦，光ケ瀬，尾立，室尾，袋の内，

納，洲ノ崎，海越，鹿老渡，鹿島上，鹿島中，鹿島下，

本浦，尾曽郷，須川 

（略） （略） 

豊 三角，沖友，豊 ，御手洗，久比 

（略） 

第３節 火災予防計画 

（略） 

第９ 消防力の充実 

（略） 

２ 消防水利の確保 

（略） 

種 

消火栓 防火水槽 

プ
ー
ル 

河
川 

溝 濠 

公設 私設 公設 私設 

40t

以上 

40t

未満 

40t

以上 

40t

未満 

数 5,221 408 415 62 173 52 53 10 - - 

（略） 

（略） （略） 

砂防事業 砂防指定河川218（Ｈ28.3月末現在），砂防河川の延長

190.63kmに対する山腹の崩壊，渓流の浸食を防止する

ため，堰堤の増設を始め，流路工の整備など砂防工事

の推進を図る。 

（略） （略） 

（略） 

第７ 孤立集落における災害予防対策 

（略） 

１ 孤立予想集落の現況 

（略） 

(2) 孤立の条件 

（略） 

地区名 孤立予想集落名 

（略） （略） 

音 戸 
波多見，波多見西     ，田原，早瀬，藤脇（倉橋・

釣士田を含む） 

倉 橋 

宇和木，長谷，長谷北，長谷西，大迫，才ノ木，西宇土，

大向，重生，灘，江ノ浦，光ケ瀬，尾立，室尾，袋の内，

納，洲ノ崎，海越，鹿老渡，鹿島上，鹿島中，鹿島下，

本浦，尾曽郷，須川 

（略） （略） 

豊 三角，沖友，大長，御手洗，久比 

（略） 

第３節 火災予防計画 

（略） 

第９ 消防力の充実 

（略） 

２ 消防水利の確保 

（略） 

種
別 

消火栓 防火水槽 

プ
ー
ル 

河
川 

溝 濠 

公設 私設 公設 私設 

40t

以上 

40t

未満 

40t

以上 

40t

未満 

数 5,242 408 417 64 174 52 58 11 - - 

 

 

③ 
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③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 
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ページ 現 行 改正案 変更理由 

 

Ｐ３１ 

 

 

 

 

 

Ｐ３２ 

 

Ｐ３３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ３４ 

 

 

 

 

Ｐ３６ 

 

 

 

 

 

 

Ｐ３７ 

 

 

 

 

 

 

 

池 海 

井
戸 

そ
の

他 合
計 

3 46 2 221 6,666 

（平成27年3月31日現在） 

（略） 

第４節 都市構造の防災化 

（略） 

第２ 建築物の不燃化の推進 

１ 防火，準防火地域の指定 

（略）  

 面積（ｈａ） 

防 火 地 域 107 

準防火地域 494 

（平成 27年 3月 31日現在） 

（略） 

第４ 建築物・公共土木施設，危険物施設等，農林漁業施設等の災害予防

の推進 

（略） 

４ 交通施設等の安全化 

（略） 

 【緊急輸送道路の指定路線】  

機能区分 道路種別 路線名 
路線現況

延長（km） 

（略） （略） （略） （略） 

第１次 一般国道（指定区間外） 国道487号 26.7 

第１次 一般国道（指定区間外） 
国道 487号（警固

屋・音戸バイパス） 
2.9 

第１次 一般国道（指定区間外） 
国道487号（藤脇バ

イパス） 
1.3 

第１次 主要地方道 
音戸倉橋線（警固

屋・音戸バイパス） 
1.0 

（略） （略） （略） （略） 

（略） 

 

 

池 海 

井
戸 

そ
の

他 合
計 

3 49 2 224 6,704 

（平成28年3月31日現在） 

（略） 

第４節 都市構造の防災化 

（略） 

第２ 建築物の不燃化の推進 

１ 防火，準防火地域の指定 

（略）  

 面積（ｈａ） 

防 火 地 域 107 

準防火地域 494 

（平成 28年 3月 31日現在） 

（略） 

第４ 建築物・公共土木施設，危険物施設等，農林漁業施設等の災害予防

の推進 

（略） 

４ 交通施設等の安全化 

（略） 

 【緊急輸送道路の指定路線】  

機能区分 道路種別 路線名 
路線現況

延長（km） 

（略） （略） （略） （略） 

第１次 一般国道（指定区間外） 国道487号 26.7 

第１次 一般国道（指定区間外） 
国道 487号（警固

屋・音戸バイパス） 
3.9 

第１次 一般国道（指定区間外） 
国道487号（藤脇バ

イパス） 
1.3 

（削除） （削除）  
（削除）      

          
（削除） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

③ 
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ページ 現 行 改正案 変更理由 

Ｐ３８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ３９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 危険物施設等の安全化 

（略） 

(1) 消防法に定める危険物施設の予防対策 

  ア 市における消防法に定める危険物施設の箇所数は，次のとおりで

ある。 

製
造
所 

貯蔵所 取扱所 

合
計 屋

内 

屋
外
タ
ン
ク 

屋
内
タ
ン
ク 

地
下
タ
ン
ク 

簡
易
タ
ン
ク 

移
動
タ
ン
ク 

屋
外 

給
油 

第
一
種
販
売 

第
二
種
販
売 

移
送 

一
般 

－ 113 63 19 74 6 62 22 92 3 1 3 140 598 

（平成27年3月31日現在） 

（略） 

(2) 高圧ガス施設の予防対策 

ア 市における高圧ガス関係施設の箇所数は，次のとおりである。 

第１種 

製造者 

第２種 

製造者 
販売業者 

第１種 

貯蔵所 

第２種 

貯蔵所 

特定高圧ガス 

消費者 

43 270 126 10 22 29 

（平成27年3月31日現在） 

（略） 

(3) 火薬類施設の予防対策 

ア 市における火薬類施設の棟数は，次のとおりである。 

１級火薬庫 ２級火薬庫 ３級火薬庫 煙火火薬庫 計 

7 - 1 1 9 

（平成27年3月31日現在） 

（略） 

(4) 毒劇物取扱施設の保安対策 

ア 市における毒劇物取扱施設の箇所数は，次のとおりである。 

製造業 
一般 

販売業 

農業用品 

販売業 

特定品目 

販売業 

業務上 

取扱者 
計 

- 161 55 ４ ３ 223 

（平成27年3月31日現在） 

（略） 

８ 危険物施設等の安全化 

（略） 

(1) 消防法に定める危険物施設の予防対策 

  ア 市における消防法に定める危険物施設の箇所数は，次のとおりで

ある。 

製
造
所 

貯蔵所 取扱所 

合
計 屋

内 

屋
外
タ
ン
ク 

屋
内
タ
ン
ク 

地
下
タ
ン
ク 

簡
易
タ
ン
ク 

移
動
タ
ン
ク 

屋
外 

給
油 

第
一
種
販
売 

第
二
種
販
売 

移
送 

一
般 

－ 112 60 19 74 6 64 23 90 2 1 3 142 596 

（平成28年3月31日現在） 

（略） 

(2) 高圧ガス施設の予防対策 

ア 市における高圧ガス関係施設の箇所数は，次のとおりである。 

第１種 

製造者 

第２種 

製造者 
販売業者 

第１種 

貯蔵所 

第２種 

貯蔵所 

特定高圧ガス 

消費者 

42 265 125 10 25 29 

（平成28年3月31日現在） 

（略） 

(3) 火薬類施設の予防対策 

ア 市における火薬類施設の棟数は，次のとおりである。 

１級火薬庫 ２級火薬庫 ３級火薬庫 煙火火薬庫 計 

5 - 1 1 7 

（平成28年3月31日現在） 

（略） 

(4) 毒劇物取扱施設の保安対策 

ア 市における毒劇物取扱施設の箇所数は，次のとおりである。 

製造業 
一般 

販売業 

農業用品 

販売業 

特定品目 

販売業 

業務上 

取扱者 
計 

- 161 55 ４ ３ 223 

（平成28年3月31日現在） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

③ 
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ページ 現 行 改正案 変更理由 

Ｐ４０ 

 

 

 

 

Ｐ４２ 

 

Ｐ４３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ４５ 

 

Ｐ４６ 

 

Ｐ５０ 

 

Ｐ５２ 

 

 

 

 

 

 

Ｐ５３ 

 

Ｐ５４ 

 

 

 

 

 

10 文教施設等の安全化  

(1) 幼稚園，保育所，                小学校，中学

校，高等学校，特殊教育諸学校，大学及び社会教育施設等（以下「学

校・教育施設等」という。）において，次の安全化対策を行う。 

（略） 

第６節 情報管理・広報体制の整備 

（略） 

第２ 情報通信設備の整備 

（略） 

１ 防災行政無線 

（略） 

(2) 整備方針 

  ア 防災行政無線の老朽化に伴う機器更新やデジタル化，市域内（旧

合併町）で異なったシステムの統合を行い，市民への迅速かつ的確

な防災情報の伝達を行うための整備を図る。 

（略） 

第７節 避難体制の整備 

（略） 

第２ 避難体制の整備 

（略） 

４ 指定避難所等の選定，確保及び周知 

（略） 

(4) 避難施設等の住民への周知 

（略） 

  イ 避難所等の標識の設置 

    避難所については，小学校，中学校等の施設の出入口に設置して

いる表示標識を適正に維持管理する。加えて，全国統一ピクトグラ

ムを用いたデザインへの変更を検討する。 

（略） 

第８節 救助・救急体制の整備 

（略） 

第２ 救助・救急資器材等の整備 

（略） 

 (1) 車両 

   救急車，救助工作車及びはしご車について，計画的に整備を図る。 

消防局における整備状況は，次のとおりである。 

 

10 文教施設等の安全化 

(1) 幼稚園，保育所，認定こども園，地域型保育事業所，小学校，中学

校，高等学校，特殊教育諸学校，大学及び社会教育施設等（以下「学

校・教育施設等」という。）において，次の安全化対策を行う。 

（略） 

第６節 情報管理・広報体制の整備 

（略） 

第２ 情報通信設備の整備 

（略） 

１ 防災行政無線 

（略） 

(2) 整備方針 

  ア 防災行政無線の      機器更新や難聴地区の改善などを行   

い，                  市民への迅速かつ的確

な防災情報の伝達を行うための整備を図る。 

（略） 

第７節 避難体制の整備 

（略） 

第２ 避難体制の整備 

（略） 

４ 指定避難所等の選定，確保及び周知 

（略） 

(4) 避難施設等の住民への周知 

（略） 

  イ 避難所等の標識の設置 

    避難所については，小学校，中学校等の施設の出入口に全国統一

ピクトグラム等を用いたデザインで災害種別ごとの適応が判る標識

を設置し，適正に維持管理する。       

（略） 

第８節 救助・救急体制の整備 

（略） 

第２ 救助・救急資器材等の整備 

（略） 

 (1) 車両 

   救急車，救助工作車及びはしご車について，計画的に整備を図る。 

消防局における整備状況は，次のとおりである。 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 
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Ｐ５４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ５８ 

 

Ｐ６３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ６４ 

 

 

 

 

 

 

種 別 

 

救急車 救助工作車 はしご車 

救急自動車 

（高規格仕様） 

高 規 格 

救急自動車 

Ⅱ型 Ⅲ型 42m級 30m級 

台 数 ８ ８ ２ １ １ １ 

（平成27年3月31日現在） 

(2) 資器材 

救助活動及び救急活動に使用する次の資器材について，整備を推進

する。 

救急用 ・高度救急資器材，非常用救急資器材，消防隊用救命資器材 

・その他（トリアージタック・エアーテント等） 

救助用 ・高度救助用資器材 

（ファイバースコープ・画像探索装置・夜間暗視装置・熱画

像直視装置・地震計等  ） 

・救助用ユニット 

（油圧救助器具・空気式救助器具・鉄筋カッター等） 

・消防隊員用救助用資器材 

（担架・大型万能ハンマー・チェーンソー・エンジンカッタ

ー・削岩機・大型バール・鋸，鉄線ハサミ・大ハンマー・ス

コップ・救助ロープ・カラビナ等） 

（略） 

第11節 防災拠点の整備 

（略） 

第２ 防災中枢拠点・地区防災拠点・広域防災拠点の整備と防災施設の充

実 

１ 防災中枢拠点の整備 

（略） 

(1) 防災中枢拠点の整備 

   災害時に防災中枢拠点となる現在の市役所本庁舎は，耐震性が十分

に確保できておらず，防災対策を講じるための施設としての機能やス

ペースが不足している。              

このため，本庁舎の建替え整備を推進する。 

(2) 防災中枢拠点機能の強化 

   市役所の災害対策本部機能を強化するため，危機管理課の整備を進

める。併せて，防災に関する情報システムを構築するとともに，取り

扱い訓練等を実施し防災対応力の強化を図る。 

（略） 

 

種 別 

 

救急車 救助工作車 はしご車 

救急自動車 

（高規格仕様） 

高 規 格 

救急自動車 

Ⅱ型 Ⅲ型 40m級 30m級 

台 数 ８ ８ ２ １ １ １ 

（平成28年3月31日現在） 

(2) 資器材 

救助活動及び救急活動に使用する次の資器材について，整備を推進

する。 

救急用 ・高度救急資器材，非常用救急資器材，消防隊用救命資器材 

・その他（トリアージタック・エアーテント等） 

救助用 ・高度救助用資器材 

（ファイバースコープ・画像探索装置・夜間暗視装置・熱画

像直視装置・地震警報器等） 

・救助用ユニット 

（油圧救助器具・空気式救助器具・鉄筋カッター等） 

・消防隊員用救助用資器材 

（担架・大型万能ハンマー・チェーンソー・エンジンカッタ

ー・削岩機・大型バール・鋸，鉄線ハサミ・大ハンマー・ス

コップ・救助ロープ・カラビナ等） 

（略） 

第11節 防災拠点の整備 

（略） 

第２ 防災中枢拠点・地区防災拠点・広域防災拠点の整備と防災施設の充

実 

１ 防災中枢拠点の整備 

（略） 

(1) 防災中枢拠点の整備 

   災害時に防災中枢拠点となる現在の市役所本庁舎は，免震構造であ

り，        防災対策を講じるための施設としての機能やス

ペースを確保しているため，適正に維持管理を行う。 

                     

(2) 防災中枢拠点機能の強化 

   市役所の災害対策本部機能を強化するため，各対策部及び関係機関

との連携並びに防災情報システムの             取り

扱い訓練等を実施し防災対応力の強化を図る。 

（略） 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

③ 
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Ｐ６５ 

 

Ｐ６６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ６７ 

 

 

 

 

Ｐ６８ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ７７ 

 

 

 

 

 

Ｐ７８ 

 

 

 

 

 

 

第12節 食糧，飲料水及び生活必需品等の確保・供給体制の整備 

（略） 

第２ 食糧及び給食用資器材の備蓄及び調達体制 

１ 基本的事項 

（略） 

 (2) 備蓄品目・備蓄場所  

備蓄品目 アルファ米・即席粥・クラッカー・粉ミルク・その他栄養

補助商品 

備蓄場所 呉市福祉会館 ，呉市総合体育館（オークアリーナ） 

（略） 

 

第３ 飲料水の給水・調達体制 

１ 基本的事項 

（略） 

 (2) 備蓄品目      

（略） 

第４ 生活必需品の備蓄及び調達体制の整備 

１ 基本的事項 

（略） 

 (2) 備蓄品目       

備蓄品目 簡易トイレ・紙おむつ（乳幼児・成人）・女性用衛生用品・

プライバシーテント・ほ乳瓶 

備蓄場所 呉市福祉会館 ，呉市総合体育館（オークアリーナ） 

（略） 

第19節 要配慮者の安全確保体制の整備 

（略） 

第３ 地域における対策 

１ 避難行動要支援者の支援体制の整備 

(1) 避難支援プランの策定 

（略） 

   この際には，消防機関，県警察，民生委員・児童委員協議会，市社

会福祉協議会，自治会，自主防災組織の他，災害情報の提供に関する

協定を締結した福祉事業者，教育機関，ボランティア団体，事業所，

その他の避難支援等の実施に携わる関係者（以下「避難支援等関係者」

という。）の参画を促すものとする。 

(2) 避難行動要支援者名簿の作成 

第12節 食糧，飲料水及び生活必需品等の確保・供給体制の整備 

（略） 

第２ 食糧及び給食用資器材の備蓄及び調達体制 

１ 基本的事項 

（略） 

 (2) 備蓄品目・備蓄場所  

備蓄品目 アルファ米・即席粥・クラッカー・粉ミルク・その他栄養

補助商品 

備蓄場所 呉市役所本庁舎，呉市総合体育館（オークアリーナ） 

（略） 

 

第３ 飲料水の給水・調達体制 

１ 基本的事項 

（略） 

 (2) 備蓄品目・備蓄場所 

（略） 

第４ 生活必需品の備蓄及び調達体制の整備 

１ 基本的事項 

（略） 

 (2) 備蓄品目・備蓄場所  

備蓄品目 簡易トイレ・紙おむつ（乳幼児・成人）・女性用衛生用品・

プライバシーテント・ほ乳瓶 

備蓄場所 呉市役所本庁舎，呉市総合体育館（オークアリーナ） 

（略） 

第19節 要配慮者の安全確保体制の整備 

（略） 

第３ 地域における対策 

１ 避難行動要支援者の支援体制の整備 

(1) 避難支援プランの策定 

（略） 

   この際には，消防機関，県警察，民生委員・児童委員協議会，市社

会福祉協議会，自治会，自主防災組織など，            

                                

    避難支援等の実施に携わる関係者（以下「避難支援等関係者」

という。）の参画を促すものとする。 

(2) 避難行動要支援者名簿の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

③ 

 

 

② 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 
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Ｐ７８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ７９ 

 

 

 

 

 

Ｐ８４ 

 

 

 

市は，避難行動要支援者の避難支援等を実施するための基礎とする

名簿（以下「避難行動要支援者名簿」という。）を作成する。 

ア 避難行動要支援者の対象 

避難行動要支援者の対象は，次のとおりとする。 

対象範囲  

生活の基盤が自宅にある方のうち，以下の要件に該当する方 

①要介護認定３～５を受けている者 

 

 

②視覚障がい者，聴覚障がい者及び移動困難な肢体不自由者のうち身体

障がい者手帳１～３級の者 

 

 

 

③療育手帳Ａ以上の者 

 

④上記以外で，避難支援等関係者が支援の必要を認めた者 

 

（略） 

ウ 避難行動要支援者名簿の更新と情報共有 

（略） 

（略） 

・転出や死亡等により，避難行動要支援者の移動が住民登録の変更等に

より確認された場合は，避難行動要支援者名簿から削除する。 

・避難行動要支援者が社会福祉施設等へ長期間の入所         

      等をしたことを把握した場合も同様とする。 

（略） 

(4) 個別計画の策定 

   地域の特性や実情を踏まえつつ，名簿情報に基づき，コーディネー

ターとなる民生委員・児童委員や社会福祉協議会，自治会，自主防災

組織，福祉事業者等を中心に，避難行動要支援者と打ち合わせ，具体

的な避難支援等の方法等についての個別計画を策定するよう努める。 

（略） 

第３章 災害応急対策計画 

（略） 

第２節 組織・動員計画 

市は，避難行動要支援者の避難支援等を実施するための基礎とする

名簿（以下「避難行動要支援者名簿」という。）を作成する。 

ア 避難行動要支援者の対象 

避難行動要支援者の対象は，次のとおりとする。 

対象範囲 

生活の基盤が自宅にある方のうち，以下の要件に該当する方 

(ｱ) 一人暮らしの者又は満６５歳以上の者のみで構成される世帯に属

する者で，介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７条第１項に規

定する要介護状態区分が要介護３以上の認定を受けている者 

(ｲ) 身体障害者手帳の交付を受けている者で，次のいずれかに該当する

者 

①  肢体不自由障害のうち下肢機能，体幹機能又は移動機能に障害を

有し，その障害の程度が１級，２級又は３級 

②  視覚又は聴覚に障害を有し，その障害の程度が１級又は２級 

(ｳ) 療育手帳の交付を受けている者で，障害の程度が○Ａ又はＡである

者 

(ｴ) (ｱ)から(ｳ)に掲げるもののほか，難病等により特に避難等の支援が

必要と認められる者 

（略） 

ウ 避難行動要支援者名簿の更新と情報共有 

（略） 

（略） 

・転居や死亡等により，避難行動要支援者の移動が住民登録の変更等に

より確認された場合は，避難行動要支援者名簿から削除する。 

・避難行動要支援者が社会福祉施設等へ長期間の入所や医療機関への長

期間の入院等をしたことを把握した場合も同様とする。 

（略） 

(4) 個別計画の策定 

   地域の特性や実情を踏まえつつ，名簿情報に基づき，       

       民生委員・児童委員や社会福祉協議会，自治会，自主防災

組織等      を中心に，避難行動要支援者と打ち合わせ，具体

的な避難支援等の方法等についての個別計画を策定するよう努める。 

（略） 

第３章 災害応急対策計画 

（略） 

第２節 組織・動員計画 

 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

③ 

 

 

 

 

③ 

 

③ 

 

 

 

 

 

③ 

 

③ 

 

 

 

③ 

 

③ 

 

 

 

 

 

 



10 

ページ 現 行 改正案 変更理由 

 

Ｐ８４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ８５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ８６ 

 

 

 

 

 

 

（略） 

第２ 災害対策本部設置前の体制 

（略） 

２ 災害注意体制（注意体制） 

(1) 発令の基準 

  総務部長 は，次の場合に災害注意体制を発令する。 

指令者 災害の種類 発令の基準 発令に当たっての判断基準 

総務部長 風水害 （略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） 

(3) 廃止 

   災害注意体制の廃止は，上記に係る要因がなくなったと認めたとき

とし，総務部長 が決定する。 

（略） 

  (5) 災害対策部長会議 

  ア 総務部長 は，必要に応じ災害対策部長会議の開催を指示する。 

なお，災害監視体制時又は災害警戒本部体制時において，総務部

長 が必要と認める場合にも開催を指示できるものとする。 

  イ 災害対策部長会議は，総務部長      ，市民部長，産業部

長，都市部長，土木部長，消防局副局長その他関係部長をもって構

成する。 

  ウ 災害対策部長会議場所は，市役所本庁舎総務部長室とする。 

（略） 

(7) 組織等 

（略） 

組織 所掌事務 

（略） （略） 

その他総務部長 が

指定する課 

被情報等の収集等その課の事務 

 

３ 災害警戒体制（警戒体制） 

(1) 設置の基準 

総務部長 は，次の場合に災害警戒本部を設置し，警戒体制をとる。 

（略） 

第２ 災害対策本部設置前の体制 

（略） 

２ 災害注意体制（注意体制） 

(1) 発令の基準 

  危機管理監は，次の場合に災害注意体制を発令する。 

指令者 災害の種類 発令の基準 発令に当たっての判断基準 

危機管理監 風水害 （略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） 

(3) 廃止 

   災害注意体制の廃止は，上記に係る要因がなくなったと認めたとき

とし，危機管理監が決定する。 

（略） 

  (5) 災害対策部長会議 

ア 危機管理監は，必要に応じ災害対策部長会議の開催を指示する。 

なお，災害監視体制時又は災害警戒本部体制時において，危機管

理監が必要と認める場合にも開催を指示できるものとする。 

  イ 災害対策部長会議は，総務部長，危機管理監，市民部長，産業部

長，都市部長，土木部長，消防局副局長その他関係部長をもって構

成する。 

  ウ 災害対策部長会議場所は，市役所防災会議室   とする。 

（略） 

(7) 組織等 

（略） 

組織 所掌事務 

（略） （略） 

その他危機管理監が

指定する課 

被害情報等の収集等その課の事務 

 

３ 災害警戒体制（警戒体制） 

(1) 設置の基準 

危機管理監は，次の場合に災害警戒本部を設置し，警戒体制をとる。 

 

 

 

 

 

② 

 

② 

 

 

 

 

 

 

 

② 

 

 

② 

② 

 

② 

 

 

② 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

② 
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ページ 現 行 改正案 変更理由 

Ｐ８６ 

 

 

 

 

 

 

Ｐ８７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ８８ 

 

 

 

 

Ｐ８９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置者 災害の種類 設置の基準 設置に当たっての判断基準 

総務部長 風水害 （略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） 

(4) 廃止 

   警戒本部の廃止は，上記に係る要因がなくなったと認めたときとし，

総務部長 が決定する。 

(5) 設置及び廃止の通知 

ア 総務部長 は，警戒本部を設置する場合は，市長，副市長（以下

「市長等」という。）に報告し，関係機関に通知するとともに，その

旨を表示する。 

（略） 

 (7) 警戒本部の組織の構成及び分掌事務 

   警戒本部の組織の構成及び分掌事務は，次のとおりとする。 

ア 警戒本部長等 

   (ｱ) 警戒本部長は，総務部長 とする。 

（略） 

    (ｲ) 警戒副本部長は，市民部長とする。 

（略） 

組 織 所 掌 事 務 

（略） （略） 

その他総務部長 

が指定する課 

被害情報等の収集等その課の事務 

 

【災害警戒本部組織図】 

表（略） 

(8) 災害対策会議 

（略） 

イ 災害対策会議は，市長（随時出席），副市長      ，消防

局長，総務部長，市民部長，産業部長，都市部長，土木部長その他

関係部長をもって構成する。 

ウ 災害対策会議場所は，市役所本庁舎３階市長会議室とする。(電話

3486～3489) 

設置者 災害の種類 設置の基準 設置に当たっての判断基準 

危機管理監 風水害 （略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） 

(4) 廃止 

   警戒本部の廃止は，上記に係る要因がなくなったと認めたときとし，

危機管理監が決定する。 

(5) 設置及び廃止の通知 

ア 危機管理監は，警戒本部を設置する場合は，市長，副市長（以下

「市長等」という。）に報告し，関係機関に通知するとともに，その

旨を表示する。 

（略） 

 (7) 警戒本部の組織の構成及び分掌事務 

   警戒本部の組織の構成及び分掌事務は，次のとおりとする。 

ア 警戒本部長等 

   (ｱ) 警戒本部長は，危機管理監とする。 

（略） 

    (ｲ) 警戒副本部長は，総務部長とする。 

（略） 

組 織 所 掌 事 務 

（略） （略） 

その他危機管理監

が指定する課 

被害情報等の収集等その課の事務 

 

【災害警戒本部組織図】 

表 別紙１のとおり 

(8) 災害対策会議 

（略） 

イ 災害対策会議は，市長（随時出席），副市長，危機管理監，消防

局長，総務部長，市民部長，産業部長，都市部長，土木部長その他

関係部長をもって構成する。 

ウ 災害対策会議場所は，市役所防災会議室    とする。   

        

 

② 

 

 

 

 

 

 

 

② 

 

② 

 

 

 

 

 

 

② 

 

② 

 

 

 

② 

 

 

 

 

② 

 

② 

 

 

② 
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ページ 現 行 改正案 変更理由 

 

Ｐ９０ 

 

Ｐ９１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ９５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ９７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

第３ 災害対策本部設置以降の体制（非常体制） 

（略） 

２ 事務局 

（略） 

(3) 事務局は，災害対策本部における迅速な意思決定のための情報収集

や提供を行うとともに，決定された災害対応の周知を図る。 

なお，事務局の組織及び主な分掌事務は，次のとおりとし，これら

以外にも災害応急対策等に係る事務を各対策部及び防災関係機関等と

連携して行う。 

表（略） 

 

３ 設置場所 

災害対策本部は，原則として市役所本庁３階市長会議室に設置する。

ただし，庁舎の被害の程度によっては，順次次の施設に設置する。 

（略） 

６ 設置又は廃止の通知 

（略） 

(5) 呉市防災会議委員，関係機関等への通知先及び方法は，次のとおり

とする。 

通知先 通知方法等 

（略） （略） 

中国財務局呉出張所 電話等迅速な方法 21-6411 

中国四国農政局広島地域センタ

ー 
電話等迅速な方法 (082)228-5840 

（略） （略） 

（略） 

８ 災害対策本部の組織及び運営 

（略） 

(2) 本部長付 

  ア 本部長付は，消防局長      ，上下水道事業管理者及び教

育長をもって充てる。 

（略） 

(6) 災害対策本部の組織及び分掌事務 

災害対策本部の組織及び分掌事務は，次のとおりとする。 

表（略） 

（略） 

第３ 災害対策本部設置以降の体制（非常体制） 

（略） 

２ 事務局 

（略） 

(3) 事務局は，災害対策本部における迅速な意思決定のための情報収集

や提供を行うとともに，決定された災害対応の周知を図る。 

なお，事務局の組織及び主な分掌事務は，次のとおりとし，これら

以外にも災害応急対策等に係る事務を各対策部及び防災関係機関等と

連携して行う。 

表 別紙２のとおり 

 

３ 設置場所 

災害対策本部は，原則として市役所防災会議室    に設置する。

ただし，庁舎の被害の程度によっては，順次次の施設に設置する。 

（略） 

６ 設置又は廃止の通知 

（略） 

(5) 呉市防災会議委員，関係機関等への通知先及び方法は，次のとおり

とする。 

通知先 通知方法等 

（略） （略） 

中国財務局呉出張所 電話等迅速な方法 21-6411 

中国四国農政局広島支局      

  
電話等迅速な方法 (082)228-5840 

（略） （略） 

（略） 

８ 災害対策本部の組織及び運営 

（略） 

 (2) 本部長付 

ア 本部長付は，消防局長，危機管理監，上下水道事業管理者及び教

育長をもって充てる。 

（略） 

(6) 災害対策本部の組織及び分掌事務 

災害対策本部の組織及び分掌事務は，次のとおりとする。 

表 別紙３のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

 

 

② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

② 

 



13 

ページ 現 行 改正案 変更理由 

 

Ｐ１１８ 

 

 

Ｐ１２０ 

 

Ｐ１２１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ１４７ 

 

Ｐ１４８ 

 

（略） 

【災害対策本部組織図】 

表（略） 

 

第４ 動員計画 

（略） 

２ 動員の方法 

(1) 勤務時間内の場合 

体制発令と同時に，平常の勤務から本部体制の用務に切り替えるこ

とにより，動員したものとみなす。 

動員対象者が休務の場合にあっては，各自が防災情報メール  ，

緊急速報メール，テレビ・ラジオ等により気象庁が発表する震度や警

報等を確認し，市域で震度５弱以上を観測したとき，若しくは広島県

に津波警報又は大津波警報が発表された場合は自動参集する。 

（略） 

(2) 勤務時間外の場合 

動員対象者は，各自が防災情報メール  ，テレビ・ラジオ等によ

り気象庁が発表する震度や警報等を確認し，市域で震度５弱以上を観

測したとき，若しくは広島県に津波警報又は大津波警報が発表された

場合は自動参集する。 

また，体制発令の伝達に併せて各部局からの連絡を受けて参集する。 

(3) 伝達系統 

職員の動員に当たっては，次の系統により伝達を行う。なお，各部

局及び関連施設等においては，事前に定める連絡体制（動員の順位，

連絡方法等）に基づき，伝達を行う。 

口頭・電話 口頭 口頭 口頭

庁内ＬＡＮ 電話 電話 電話

災害対策本部

（総務対策部）

＊災害対策本

部設置以前は

危機管理課

総務部長

（消防局・上下

水道局は各対

策部長）

各部長 各班長 各班員

 
（略） 

第５節 広域相互応援計画 

（略） 

３ 消防における相互応援協力 

（略） 

（略） 

【災害対策本部組織図】 

表 別紙４のとおり 

 

第４ 動員計画 

（略） 

２ 動員の方法 

(1) 勤務時間内の場合 

体制発令と同時に，平常の勤務から本部体制の用務に切り替えるこ

とにより，動員したものとみなす。 

動員対象者が休務の場合にあっては，各自が呉市職員防災メール，

緊急速報メール，テレビ・ラジオ等により気象庁が発表する震度や警

報等を確認し，市域で震度５弱以上を観測したとき，若しくは広島県

に津波警報又は大津波警報が発表された場合は自動参集する。 

（略） 

 (2) 勤務時間外の場合 

動員対象者は，各自が呉市職員防災メール，テレビ・ラジオ等によ

り気象庁が発表する震度や警報等を確認し，市域で震度５弱以上を観

測したとき，若しくは広島県に津波警報又は大津波警報が発表された

場合は自動参集する。 

また，体制発令の伝達に併せて各部局からの連絡を受けて参集する。 

（削除）  

（削除）                           

                                                                

                  

 

 

（削除） 

 
 

 

 

（略） 

第５節 広域相互応援計画 

（略） 

３ 消防における相互応援協力 

（略） 

 

 

② 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

③ 
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ページ 現 行 改正案 変更理由 

Ｐ１５０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 緊急消防援助隊による応援 

（略） 

イ 調整本部の設置 

    調整本部の組織及び業務内容は，次のとおりとする。 

広島県 

（略） （略） 

調整本部員 

 

 

 

県危機管理監の職員及び県防災航空隊職員 

県内の代表消防機関又は代表消防機関代行 

災害発生市町を管轄する消防本部の職員 

広島県に派遣された指揮支援部隊長 

調整本部の業

務 

 

 

 

・緊急消防援助隊の部隊移動に関すること。 

・被災地を管轄する消防本部の消防隊，当該被災地に

属する県内の消防応援部隊及び緊急消防援助隊の消

火，救急，後方支援等の活動の調整に関すること。 

・各種情報の集約・整理に関すること。 

・自衛隊・警察等関係機関との連絡に関すること。 

                         

             

                         

              

                         

      

                         

         

・その他必要な事項に関すること。 

 ウ 指揮体制 

呉 市 

（略） （略） 

設置場所 呉市災害対策本部又は消防局 

（略） （略） 

・指揮支援本部は災害対策本部(又は消防局)に設置し，市長が指揮者と

して市消防機関，県内応援部隊及び緊急消防援助隊の活動を統括管理す

る。   

・指揮支援部隊長は，緊急消防援助隊の部隊の配備が決定した場合は，

被災地に指揮支援本部を設置する。また，指揮支援部隊長（又は指揮支

援隊長）は指揮者を補佐し，その指揮の下で，都道府県隊の活動の管理

(4) 緊急消防援助隊による応援 

（略） 

イ 調整本部の設置 

    調整本部の組織及び業務内容は，次のとおりとする。 

広島県 

（略） （略） 

調整本部員 

 

 

 

県危機管理監の職員及び県防災航空隊職員 

県内の代表消防機関又は代表消防機関代行 

災害発生市町を管轄する消防本部の職員 

広島県に派遣された指揮支援部隊長 

調整本部の業

務 

 

 

 

・被害状況，都道府県が行う災害対策等の各種情報の

集約及び整理に関すること。 

・被災地消防本部，消防団，当該都道府県内消防応援

隊及び緊急消防援助隊の活動調整に関すること。 

・緊急消防援助隊の都道府県内での部隊移動に関する

こと。 

・自衛隊，警察，海上保安庁，ＤＭＡＴ等関係機関と

の連絡調整に関すること。 

・都道府県災害対策本部に設けられた航空運用調整班

との活動調整に関すること。 

・県内で活動する緊急消防援助隊の安全管理体制に関

すること。 

・災害対策本部に設置された災害医療本部との連絡調

整に関すること。 

・その他必要な事項に関すること。 

ウ 指揮体制 

呉市 

（略） （略） 

設置場所 呉市災害対策本部      

（略） （略） 

・指揮支援本部は災害対策本部      に設置し，市長が指揮者と

して市消防機関，県内応援部隊及び緊急消防援助隊の活動を統括管理す

る。   

・指揮支援部隊長は，緊急消防援助隊の部隊の配備が決定した場合は，

被災地に指揮支援本部を設置する。また，指揮支援部隊長（又は指揮支

援隊長）は指揮者を補佐し，その指揮の下で，都道府県隊の活動の管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

③ 
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Ｐ１５０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ１７７ 

 

Ｐ１８０ 

 

 

を行う。 

 【指揮支援本部の事務】 

① 指揮者の指揮の下，部隊配備された都道府県隊の活動管理に関する

こと。 

② 関係機関との連絡調整に関すること。             

                

③ 調整本部への連絡に関すること。               

      

④ その他必要事項に関すること。              

                    

                               

                      

                 

・都道府県隊長は，指揮者の指揮の下，又は指揮支援部隊長（又は指揮

支援隊長）の管理の下，当該都道府県隊の活動の管理を行う。 

 

（新規） 

（新規） （新規）  

（新規）                            

                                 

             

                                

                                

                        

           

                

                                

     

                                

   

                            

（略） 

第15節 医療・救護計画  

（略） 

10 市内５病院の病床状況 

(1) 医療施設 

を行う。 

 【指揮支援本部の事務】 

① 被害状況，市が行う災害対策等の各種情報の集約及び整理に関する

こと。 

② 被災地消防本部，消防団，県内消防応援隊及び配備された緊急消防

援助隊の活動調整に関すること。 

③ 自衛隊，警察，海上保安庁，ＤＭＡＴ等関係機関との活動調整に関

すること。 

④ 指揮本部又は市災害対策本部への隊員の派遣に関すること。 

⑤ 調整本部に対する報告に関すること。 

⑥ 被害状況及び緊急消防援助隊の活動に係る記録に関すること。 

⑦ 緊急消防援助隊の安全管理に関すること。 

⑧ その他必要事項に関すること。 

・都道府県隊長は，指揮者の指揮の下，又は指揮支援部隊長（又は指揮

支援隊長）の管理の下，当該都道府県隊の活動の管理を行う。 

 

指揮本部 

設置場所 呉市消防局 

被災地消防本部は，緊急消防援助隊の応援等が決定した場合は，被災

地での緊急消防援助隊の迅速かつ的確な活動等に資するため，指揮本部

を設置するものとする。 

 指揮本部は，市が行う災害対策及び自衛隊，警察，ＤＭＡＴ等関係機

関との活動調整を図るため，市災害対策本部と緊密に連携を図るものと

し，当該市災害対策本部に職員を派遣するものとする。 

 【指揮本部の事務】 

① 被害情報の収集に関すること。 

② 被害状況並びに被災地消防本部及び消防団の活動に係る記録に関す

ること。 

③ 緊急消防援助隊の受援体制の確立及び受援活動の実施に関するこ

と。 

④ その他緊急消防援助隊の受援に必要な事項に関すること。 

（略） 

第15節 医療・救護計画  

（略） 

10 市内５病院の病床状況 

(1) 医療施設 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 
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ページ 現 行 改正案 変更理由 

Ｐ１８０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ１８３ 

 

 

 

 

 

Ｐ１９３ 

 

Ｐ１９４ 

 

 

 

 

 

 

Ｐ１９６ 

施 設 名 開 設 者 
病  床  数 救急車等

の有無 一 般 精 神 結 核 

呉医療セ ンタ

ー 

独立行政法人

国立病院機構 
650 50  有 

中国労災病院 

独立行政法人

労働者健康福

祉機構 

410   有 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

（使用許可病床数 平成25年4月1日現在） 

(2) 助産施設 

施設名 開設者 病床数 摘要 

呉医療センター 
独立行政法人国立病院機構 

50 
産婦人科病

床数 

中国労災病院 
独立行政法人労働者健康福

祉機構 
47 

産婦人科・

小児病床数 

 

第16節 交通確保，規制，障害物除去計画 

（略） 

第１ 交通確保，規制 

（略） 

２ 公共交通機関の運行 

(1) 報告など 

     西日本旅客鉄道株式会社広島支社呉管理駅長及び広島電鉄株式会社

管理者          は，被害が発生するおそれがあり運行経

路を変更した時は，速やかに市長に報告又は通知するものとする。 

（略） 

第19節 要配慮者対策計画 

（略） 

３ 児童に係る対策 

(4) 母子家庭等の支援 

（略） 

  イ 県及び関係機関と協力し，母子寡婦福祉資金  の貸与や児童扶

養手当及び児童手当の支給等，養育する児童のための資金貸与や手

当の給付に係る情報の提供に努める。 

（略） 

第21節 食糧，飲料水及び生活必需品等の供給計画 

施 設 名 開 設 者 
病  床  数 救急車等

の有無 一 般 精 神 結 核 

呉医療センタ

ー 

独立行政法人

国立病院機構 
650 50  有 

中国労災病院 

独立行政法人

労働者健康安

全機構 

410   有 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

（使用許可病床数 平成28年4月1日現在） 

(2) 助産施設 

施設名 開設者 病床数 摘要 

呉医療センター 
独立行政法人国立病院機構 

50 
産婦人科病

床数 

中国労災病院 
独立行政法人労働者健康安

全機構 
47 

産婦人科・

小児病床数 

 

第16節 交通確保，規制，障害物除去計画 

（略） 

第１ 交通確保，規制 

（略） 

２ 公共交通機関の運行 

(1) 報告など 

     西日本旅客鉄道株式会社広島支社呉管理駅長及び広島電鉄株式会社

バス事業本部呉輸送営業部長は，被害が発生するおそれがあり運行経

路を変更した時は，速やかに市長に報告又は通知するものとする。 

（略） 

第19節 要配慮者対策計画 

（略） 

３ 児童に係る対策 

(4) 母子家庭等の支援 

（略） 

  イ 県及び関係機関と協力し，母子父子寡婦福祉資金の貸与や児童扶

養手当及び児童手当の支給等，養育する児童のための資金貸与や手

当の給付に係る情報の提供に努める。 

（略） 

第21節 食糧，飲料水及び生活必需品等の供給計画 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

③ 
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ページ 現 行 改正案 変更理由 

 

Ｐ１９７ 

 

 

Ｐ１９８ 

 

 

 

 

Ｐ２００ 

 

Ｐ２０２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ２１６ 

 

 

 

 

 

Ｐ２１７ 

 

 

 

 

 

（略） 

第２ 食糧の確保及び供給 

２ 食糧の供給 

（略） 

(3) 食糧供給の手段・方法 

（略） 

【炊き出しのできる給食施設を有する施設】 
数値データ等の修正（表略） 

（略） 

第３ 飲料水等の供給 

（略） 

５ 上水道，応急給水機器の状況 

(1) 上水道とその規模 

浄水場等名 給 水 区 域 
給水能力 

(㎥/日) 
電話 

宮原浄水場 
中央・宮原・警固屋・阿賀・

広・音戸の各一部 

天応・吉浦・仁方・川尻・

倉橋・下蒲刈 ・蒲刈・豊・

豊浜 

78,800 
21- 

2946 

広島県営水道 

（県宮原浄水系） 
17,600 

 

広島県営水道 

（県瀬野川浄水系） 

広の一部，昭和・郷原・安

浦 
19,300 

33- 

0021 

(2) 応急給水機器保有数 

数値データ等の修正（表略） 

（略） 

第27節 住宅の確保及び応急対策計画 

（略） 

１ 応急住宅の提供 

（略） 

(3) 応急仮設住宅の建設 

（略） 

ウ 建築基準 

建設基準は，次のとおりである。 

１ 規模   １戸当たり29.7㎡以内 

２ 構造   木造平家建て（連続建て） 

３ 費用   １戸当たり2,034,000円以内（整地費，建築費，附帯

（略） 

第２ 食糧の確保及び供給 

２ 食糧の供給 

（略） 

(3) 食糧供給の手段・方法 

（略） 

【炊き出しのできる給食施設を有する施設】 
別紙５のとおり 

（略） 

第３ 飲料水等の供給 

（略） 

５ 上水道，応急給水機器の状況 

(1) 上水道とその規模 

浄水場等名 給 水 区 域 
給水能力 

(㎥/日) 
電話 

宮原浄水場 
中央・宮原・警固屋・阿賀・

広・音戸の各一部 

天応・吉浦・仁方・川尻・

倉橋・下蒲刈・蒲刈・豊・

豊浜 

78,800 
21- 

2946 

広島県営水道 

（県宮原浄水系） 
14,860 

 

広島県営水道 

（県瀬野川浄水系） 

広の一部，昭和・郷原・安

浦 
22,060 

33- 

0021 

(2) 応急給水機器保有数 

別紙６のとおり 

（略） 

第27節 住宅の確保及び応急対策計画 

（略） 

１ 応急住宅の提供 

（略） 

(3) 応急仮設住宅の建設 

（略） 

ウ 建築基準 

建設基準は，次のとおりである。 

１ 規模   １戸当たり29.7㎡以内 

２ 構造   木造平家建て（連続建て） 

３ 費用   １戸当たり2,530,000円以内（整地費，建築費，附帯

 

 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

③ 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 
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ページ 現 行 改正案 変更理由 

Ｐ２１７ 

 

 

 

 

Ｐ２２１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ２２９ 

 

Ｐ２３２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ２３３ 

 

 

 

 

 

 

工事費等一切を含む。） 

４ 着工期限 災害発生の日から20日以内に着工する。 

５ 貸与期間 原則として完成の日から特別な場合を除き最長２年

以内   とする。 

（略） 

第30節 隣保互助に係る公共的団体活動の協力計画 

（略） 

１ 公共的団体の種別及び組織 

（略） 

(2) 女性会  

呉市女性連合会 

（１） 

 単位女性会 

（３０） 

(3) 赤十字奉仕団 

日本赤十字社広島

県支部呉市地区

（１） 

 呉市赤十字 

奉仕団 

（１） 

 呉市赤十字 

奉仕団分団 

（３０） 

（略） 

第４章 災害復旧・復興計画 

（略） 

第２節 生活再建等支援対策の実施 

（略） 

３ り災証明の交付 

  災害により被害を受けた家屋等の使用者，一時滞在者，所有者等から

の申請によるものとし，前項のり災証明を行う者が申請を受け付け，り

災証明書を作成し，これらの者に交付する。 

ただし，火災のり災証明については，呉市火災調査規程第63条の規定

に基づき行う。 

なお，り災証明書の交付について被災状況が確認できないときは，申

請者の申告により仮のり災証明書を交付することができる。 

この場合，調査確認をしたときは，り災証明書に切り替え交付する。 

４ り災証明の様式 

(1) 被災者台帳（別表第１） 

  (2) り災証明書（別表第２－１），り災証明書（別表第２－２ 被災者

支援システム用） 

  (3) り災証明書交付申請書（別表第３） 

（新規）             

工事費等一切を含む。） 

４ 着工期限 災害発生の日から20日以内に着工する。 

５ 貸与期間 原則として完成の日から特別な場合を除き最長２年

３ヶ月以内とする。 

（略） 

第30節 隣保互助に係る公共的団体活動の協力計画 

（略） 

１ 公共的団体の種別及び組織 

（略） 

(2) 女性会  

呉市女性連合会 

（１） 

 単位女性会 

（２７） 

(3) 赤十字奉仕団 

日本赤十字社広島

県支部呉市地区

（１） 

 呉市赤十字 

奉仕団 

（１） 

 呉市赤十字 

奉仕団分団 

（２７） 

（略） 

第４章 災害復旧・復興計画 

（略） 

第２節 生活再建等支援対策の実施 

（略） 

３ り災証明の交付 

  災害により被害を受けた家屋等の使用者，一時滞在者，所有者等から

の申請によるものとし，前項のり災証明を行う者が申請を受け付け，り

災証明書を作成し，これらの者に交付する。 

ただし，火災のり災証明については，呉市火災調査規程第63条の規定

に基づき行う。 

なお，り災証明書の交付について被災状況が確認できないときは，申

請者の申告によりり災届出証明書を交付することができる。 

                                  

４ り災証明の様式 

(1) 被災者台帳（別表第１） 

  (2) り災証明書（別表第２）                    

           

  (3) り災証明書交付申請書（別表第３） 

(4) り災届出証明書（別表第４） 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

③ 
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③ 
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ページ 現 行 改正案 変更理由 

 

 

Ｐ２３５ 

 

Ｐ２３６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ２４４ 

 

Ｐ２４５ 

 

Ｐ２４６ 

Ｐ２４７ 

 

 

 

 

Ｐ２４８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新規）                 

（略） 

第４ 融資・貸付その他資金等による支援 

（略） 

２ 災害融資制度 

（略） 

（略） （略） 

生活福祉資金 （略） 

母子寡婦福祉基

金   

被災した母子世帯   及び寡婦に対する生活再建

資金として，母子寡婦福祉資金の貸付を行う。なお，

住宅資金や転宅資金等の貸付制度もある。 

（略） （略） 

（略） 

別表第１ 被災者台帳 

（書式 略） 

別表第２－１ り災証明書 

（書式 略） 

別表第２－２ り災証明書（被災者支援システム用） 

別表第３ り災証明書交付申請書 

（新規）         

（新規）      

（新規）              

（新規）      

別表第４ 災害復旧又は災害復興のための資金に窮する者への融資制度 

（略） 

関係 

法令 

貸付金 

の種類 
（略） 

貸付対

象者 

貸付

限度

額  

貸付 

利率 

償還 

期限 
（略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 
母子及

び寡婦

福祉法 

    

   

母子（寡

婦）福祉

資金（住

宅資金） 

（略） 母子家

庭の母， 

    

     

寡婦 

１回

200万

円 

保証人

有 

無利子 

保証人

無 

1.5％ 

６年以

内 
（略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

（略） 

(5) り災届出証明書交付申請書（別表第５） 

（略） 

第４ 融資・貸付その他資金等による支援 

（略） 

２ 災害融資制度 

（略） 

（略） （略） 

生活福祉資金 （略） 

母子父子寡婦福

祉資金 

被災した母（父）子世帯及び寡婦に対する生活再建

資金として，                    

住宅資金や転宅資金等の貸付制度もある。 

（略） （略） 

（略） 

別表第１ 被災者台帳 

書式 別紙７のとおり 

別表第２   り災証明書 

書式 別紙８のとおり 

（削除）                     

別表第３ り災証明書交付申請書 

別表第４ り災届出証明書 

書式 別紙９のとおり 

別表第５ り災届出証明書交付申請書 

書式 別紙 10のとおり 

別表第６ 災害復旧又は災害復興のための資金に窮する者への融資制度 

（略） 

関係 

法令 

貸付金 

の種類 
（略） 

貸付対

象者 

貸付

限度

額  

貸付 

利率 

償還 

期限 
（略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 
母子及

び父子

並びに

寡婦福

祉法 

母子父子

寡婦福祉

資金（住

宅資金） 

（略） 母子家

庭の母，

父子家

庭の父，

寡婦 

１回

200万

円 

保証人

有 

無利子 

保証人

無 

1.0％ 

７年以

内 
（略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

（略） 

③ 
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③ 

 

 

③ 
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③ 
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ページ 現 行 改正案 変更理由 

Ｐ２５１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 石油貯蔵施設地帯防災対策計画 

（略） 

第３節 吉浦貯油所の現況 

（略） 

２ 施設の概要 

吉浦貯油所における各施設は，次のとおりである。 

(1) 燃料貯蔵施設 

貯蔵所区分 施 設 数 品     名 

屋内貯蔵所 ８ 第１・２・３・４石油類及びその他 

屋外タンク貯蔵所 ６ 第２・３石油類 

（略） （略） （略） 

移動タンク貯蔵所 １ 第２石油類   

（略） （略） （略） 

地下タンク貯蔵所 ２ 第２石油類 

(2) 燃料取扱施設 

取扱所区分 施 設 数 品     名 

移送取扱所 １ 第１・２石油類  

一般取扱所 ７ 第１・２・３石油類  
 

第５章 石油貯蔵施設地帯防災対策計画 

（略） 

第３節 吉浦貯油所の現況 

（略） 

２ 施設の概要 

吉浦貯油所における各施設は，次のとおりである。 

(1) 燃料貯蔵施設 

貯蔵所区分 施 設 数 品     名 

屋内貯蔵所 ８ 第１・２・３・４石油類及びその他 

屋外タンク貯蔵所   ３ 第３石油類   

（略） （略） （略） 

移動タンク貯蔵所 １ 第1・２石油類 

（略） （略） （略） 

地下タンク貯蔵所 ４ 第２石油類 

(2) 燃料取扱施設 

取扱所区分 施 設 数 品     名 

移送取扱所 ２ 第１・２・３石油類 

一般取扱所 ７ 第１・２・３・４石油類 
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③ 

 

 

 

 

③ 

③ 

 

 


